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「学校運営・支援」報告書要旨 

１ 「見える化」分析の要旨 
 

 

 

• 都立学校、区市町村立学校の学校現場の現状・課題を踏まえて、学校支援体制の分析を行い、今後の支援体
制のあり方を検証する。 

 

【都立学校・区市町村立学校の全体像】 

• 都立学校は計253校（高等学校186校、特別支援学校57校、中高一貫教育校10校）であり、教職員数、児童・
生徒数はそれぞれ都内公立学校全体の約27％、約16％であり、予算額は教育庁予算の約27％を占める。 

• 区市町村立の小中学校は1,885校（小学校1,276校、中学校609校※中等教育学校1校を含む）、義務教育学校は 

  6校、特別支援学校は5校であり、区市町村立学校の教職員数、児童・生徒数はそれぞれ都内公立学校全体の 

   約73％、約84％であり、予算額は教育庁予算の約55％を占める。 

 

【都立学校・区市町村立学校現場・支援体制の現状・課題】 

• 教員の多忙化が顕在化（特に区市町村立学校の教員の多忙化は深刻化）しており、その解消に向けた取組が求められ

ている。 

• 都立学校では、H１８に全国初の支援組織「学校経営支援センター」を設立し、事務処理支援を中心に一定の効果が認
められるところであるが、学校の多様な課題へ対応するための専門性の蓄積には課題が残る。 

• 区市町村立小中学校の各校事務職員が原則１校１人の配置であり、処理内容の統一性、ノウハウ蓄積、効率
性等の問題が存在し、解決する必要がある。 

• 増加する新たな教育課題に対しては教職員の資質能力の向上とともに、外部人材や関係機関との連携が重要
であるが、各学校単位で個別に対応することは難しく、効率性の面でも課題があるため、対策が求められ
る。 

 

  



 

 

【都立学校・区市町村立学校現場へ求められる支援内容】 

• 人材バンク機能の充実・強化 

• 教職員研修等の企画機能の充実・強化 

• 学校教育支援業務の充実・強化 

• 教育委員会支援業務の充実・強化 

• 学校事務・施設管理業務のセンター化 

 

 

 

【実施体制の検証】 

• 教育課題に対応するための最も効果的な執行体制について、「都教育委員会による直接実施」、「民間委託
の推進」、「監理団体の活用」の３つの手法を比較・検証し、効果的な執行体制を検証 

 

 

• 「人材バンク機能の充実・強化」「教職員研修等の企画機能の充実・強化」「学校教育支援業務の充実・強
化」「教育委員会支援業務の充実・強化」「学校事務・施設管理業務のセンター化」の５つの支援内容は相
互に関連しているため、一つの組織で一体的・継続的に行われることが効果的である。 

  ⇒監理団体は有効な手法と考えられるが、引き続き他の選択肢を含め検討していく。 

 

 

 

 

 

２ 今後の改革の進め方 



・学校教育は、国、都道府県及び区市町村がそれぞれの役割分担において実施しており、業務内容に 
応じて「学校設置」、「学校支援」及び「学校運営」から成り立っている。 
・都道府県及び区市町村は、施策（方針・計画）を定めるとともに、それぞれ所管する学校を設置し、
学校の運営は、校長が策定する学校経営計画・学校経営方針等に基づき個々の学校が実施している。 
・また、国、都道府県及び区市町村は、それぞれの役割に基づき、各学校を支援している。 
・教育課題が複雑化・多様化する中において、個々の学校への支援が非常に重要になっている。 
・そこで、本ユニットでは、学校教育の現状・課題を踏まえて、「学校支援」に着目して分析を行う。 
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序章・第１章・第２章  学校教育の柱と構成要素、項目   

〇学校教育は３つの柱と７つの構成要素、10の項目に分類することができる。 
〇以下の体系に基づき、現状・課題の分析を行う。 

２ 

【柱】 【構成要素】 【項目】 

学校の施設・設備 ⑦ 学校の施設・設備 



（２）区市町村立学校の課題 
   ・区市町村立の小中学校は都立学校よりも多忙化が深刻な状況にある。外部人材 
    等と連携しつつ、新たな教育課題への対応が必要である。 
   ・事務・施設管理も含め、業務が学校ごと、地域ごとに異なり非効率である部分の改 
   善が必要である。 

（３）学校支援に係る体制の課題 
   ・区市町村により予算規模等の差異が存在する。また、設置者の異なることから都教 
  育委員会の役割・支援が限定的である現状がある。 
   ・カリキュラム、研修企画・立案、外部人材、多忙化解消、区市町村教育委員会へ 
    の支援、教員の資質能力向上の面で課題がある。 

都立    2,166億円 26.8％ 
 
区市町村 4,489億円 55.5％ 

３ 

１ 都立学校・区市町村立学校の全体像（H２９） 

〇都立学校は計253校（高等学校186校、特別支援学校57校、中高一貫教育校10校）であり、 
 教職員数、児童・生徒数はそれぞれ都内公立学校全体の約27％、約16％であり、予算額は教育庁 
 予算の約27％を占める。 
〇区市町村立の小中学校は1,885校（小学校1,276校、中学校609校※中等教育学校1校含）､ 
 義務教育学校は6校、特別支援学校は5校であり、区市町村立学校の教職員数、児童・生徒数は 
 それぞれ都内公立学校全体の約73％、約84％であり、予算額は教育庁予算の約55％を占める。 
 
 

第１章・第２章 都立学校・区市町村立学校 概要 
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区市町村 804,848人 83.6％ 



（２）区市町村立学校の課題 
   ・区市町村立の小中学校は都立学校よりも多忙化が深刻な状況にある。外部人材 
    等と連携しつつ、新たな教育課題への対応が必要である。 
   ・事務・施設管理も含め、業務が学校ごと、地域ごとに異なり非効率である部分の改 
   善が必要である。 

（３）学校支援に係る体制の課題 
   ・区市町村により予算規模等の差異が存在する。また、設置者の異なることから都教 
  育委員会の役割・支援が限定的である現状がある。 
   ・カリキュラム、研修企画・立案、外部人材、多忙化解消、区市町村教育委員会へ 
    の支援、教員の資質能力向上の面で課題がある。 

（１）区市町村立学校の全体像 
    ・区市町村立の小中学校は1,885校(小学校1,276校､中学校609校）､義務 
   教育学校は6校、特別支援学校は5校 
    ・区市町村立学校の教職員数は公立学校全体の約74％、予算額は約55％を占 
     める。 

４ 

２ 都立学校・区市町村立学校現場・支援体制の現状・課題 

〇教員の多忙化が顕在化（特に区市町村立学校の教員の多忙化は深刻化）しており、その解消に向け
た取組が求められている。 
 
 
〇都立学校では、H１８に全国初の支援組織「学校経営支援センター」を設立し、事務処理支援を中心
に一定の効果が認められるところであるが、学校の多様な課題へ対応するための専門性の蓄積には課題が
残る。 
 
 
〇区市町村立小中学校の各校事務職員が原則１校１人の配置であり、処理内容の統一性、ノウハウ蓄
積、効率性等の問題が存在し、解決する必要がある。 
 
 
〇増加する新たな教育課題に対しては教職員の資質能力の向上とともに、外部人材や関係機関との連携
が重要であるが、各学校単位で個別に対応することは難しく、効率性の面でも課題があるため、対策が求め
られる。 

第１章・第２章 都立学校・区市町村立学校 概要 



（２）区市町村立学校の課題 
   ・区市町村立の小中学校は都立学校よりも多忙化が深刻な状況にある。外部人材 
    等と連携しつつ、新たな教育課題への対応が必要である。 
   ・事務・施設管理も含め、業務が学校ごと、地域ごとに異なり非効率である部分の改 
   善が必要である。 

（３）学校支援に係る体制の課題 
   ・区市町村により予算規模等の差異が存在する。また、設置者の異なることから都教 
  育委員会の役割・支援が限定的である現状がある。 
   ・カリキュラム、研修企画・立案、外部人材、多忙化解消、区市町村教育委員会へ 
    の支援、教員の資質能力向上の面で課題がある。 

（１）区市町村立学校の全体像 
    ・区市町村立の小中学校は1,885校(小学校1,276校､中学校609校）､義務 
   教育学校は6校、特別支援学校は5校 
    ・区市町村立学校の教職員数は公立学校全体の約74％、予算額は約55％を占 
     める。 
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（２）近年、学校に求められている教育課題例 

（１）公立学校教諭の１月当たり時間外労働相当の状況（H２９） 
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（５）東京都学校経営支援センターの配置図   
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◆村山特支

八王子東特支◆

◆大泉特支

◆町田の丘学園

◆あきる野学園

◆多摩桜の丘学園

◆永福学園

◆青峰学園

◆久我山青光学園

◆北特支

◆
墨
東
特
支

◆武蔵台学園

◆光明学園

◆府中

けやき

の森学園

◆志村学園

◆鹿本学園

◆水本小合学園

◆南花畑特支

◆青山特支

◆城東特支

◆練馬特支

◎

◎

◎

西部学校経営支援センター

中部学校経営支援センター

東部学校経営支援センター

◎

◎

◎

墨田工●★

西部学校経営支援センター支所

中部学校経営支援センター支所 東部学校経営支援センター支所

中部

西部

東部

（３）東京都学校経営支援センター（都立学校の支援組織）配置図 
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その他
事務 

〇〇指定
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リーダー養成 
研修 

教科等・教
育課題研修 

人事業務 

契約 

庶務事務 

施設整備 

（４）東京都教育委員会における学校支援業務のフロー（学校経営支援センター含）   

予算・決算 

給与事務 

校長 
人事給与制度 
（システム） 

教育課程 
編成 

学校経営 
支援 

７ 

153人 
※都立関係

のみ 

事業費 
908.7億円 

204人 
事業費
26億
円 

23人 
事業費7.1
億円 

253校 
※本庁・セ
ンターから予
算配付 



支援体制の現状・評価 

●教員の多忙化の解消 

●外部人材の発掘力、関係
機関等との連携力向上 

●新たな教育課題への対応
力向上 

●教員の多忙化の解消 

●外部人材の発掘力、関係
機関等との連携力向上 

●新たな教育課題への対応
力向上 

※事務処理は学校経営支援
センターで事務・施設管理等
を集約しているため大きな課
題は無 

●教員の多忙化の解消 

●新たな教育課題への対応
力向上 

学校現場の課題 支援体制の課題 

●都立学校支援体制の現状・課題まとめ 

教育内容 

教育環境 

教員 

①知・徳・体の 
 育成支援 

②グローバル人材 
 の育成支援 

③特別支援教育 
 の推進・充実 

④課題を抱える 
 子供の自立支 
 援 

⑤地域社会との 
 連携 

⑥保護者等都民 
 の声対応 

⑦教員研修の 
 充実と強化 

⑧組織的な学校 
 経営の強化 

⑨教員の働き方 
 改革 

⑩教員人事・給 
 与制度 

＜教育委員会事務局（本庁）＞ 
○モデル校等の事業で予算的支援は行われている。 
△個々の学校へのきめ細かな支援は人員等の制約から十分では 
 ない。 
○人材バンクにより外部人材の紹介を実施している。 
△ボランティアの紹介に留まるため、学校が求める専門人材の 
 確保が十分ではない。 
 
 
 
＜学校経営支援センター＞ 
○学校訪問等の機会に合わせた助言が充実している。 
○学校の事務処理、施設管理等に対する支援は業務の効率化
に寄与している。 
△従来からの業務システム等に改善の余地がある。 
△事務処理の支援が中心であり、学校の多様な課題への対応が 
十分ではない。 
△人員等の制約から、支援の機会・内容が限られている。 
 
 
 
＜教職員研修センター＞ 
○研修実施による、教職員としての基本的な資質・能力の向上が
実現できている。 
○既存の教育課題に対応した研修が充実している。 
△新たな課題等に対応する研修開発を行える体制的余裕が十
分でなく、ノウハウが蓄積されにくい面もある。 
 

人材バンク機能の充実・強化 
・各学校が外部人材を効果的に活用
することにより教育の質の向上に繋げる
ため、質・量確保に向けた支援が求めら
れる。 
 
 
教職員研修等の企画機能の充実・強
化 
・効果的な研修開発等教員の対応力
向上に向けた支援が求められる。 
・専門性の蓄積等教育の質の向上に
向けた体制構築が求められる。 
 
 
学校教育支援業務の充実・強化 
・各学校の相談に応じて新たな教育課
題等に対するきめ細かな支援を行うこと
が求められる。 
 
 
学校事務・施設管理業務の効率化 
・経理業務や施設整備等のより効率的
な業務を可能にする業務システム等の
構築が求められる。 
 
 
 

カリキュラム（新たな教育課題等）支
援の充実 
・外部人材活用、関係機関との連携し
た教育内容開発、効果的な研修開発
や専門性の蓄積等教育の質向上に向
けた支援が求められる。 
・個々の学校の課題に対するきめ細か
な支援が求められる。 

前述チャートのメッセージ、評価のま
とめを赤字部分に記載 
課題は３章に出てくる５つに分類 
出来れば、 
学校の現場の課題を４つに分類 

支援体制は２つに分類が分かり易
い 

そうすると、１・２章のまとめ、３章の
仮説の検証につながる。 

次ページと統合して整理 
 

現状を成果も含めて出し、それで
も残る課題を右端で抽出する 

 

８ 

教員の多忙化の解消 
・増加する新たな教育課題への
対応が求められる中、教員の多
忙化が顕在化しており、その解
消に向けた取組が求められる。 
 
外部人材の発掘力の向上、関
係機関等の連携力の強化 
・増加する新たな教育課題への
対応が求められる中、外部人
材や関係機関との連携が重要
であるが、各学校が個別に対応
することは難しく、効率化を図る
ための対策が求められる。 
 
教職員の資質能力の向上 
・増加する新たな教育課題へ 
対応するため、更なる教員の資
質能力の向上が求められる 



支援体制の現状・評価 学校現場の課題 支援体制の課題 

●区市町村立学校支援体制の・現状・課題まとめ 

教育内容 

教育環境 

教員 

①知・徳・体の 
 育成支援 

②グローバル人材 
 の育成支援 

③特別支援教育 
 の推進・充実 

④課題を抱える 
 子供の自立支 
 援 

⑤地域社会との 
 連携 

⑥保護者等都民 
 の声対応 

⑦教員研修の 
 充実と強化 

⑧組織的な学校 
 経営の強化 

⑨教員の働き方 
 改革 

⑩教員人事・給 
 与制度 ９ 

都立学校よりも深刻な教員の
多忙化の解消 
・増加する新たな教育課題への
対応が求められる中、教員の多
忙化が顕在化しており、解消に
向けた取組が求められる。 
 
外部人材の発掘力の向上、関
係機関等との連携力の強化、
新たな教育課題への対応力の 
向上 
・増加する新たな教育課題への
対応が求められる中、外部人
材の確保や関係機関との連携
が重要であるが、各学校による
対応は難しく、効率化を図るた
めの対策が求められる。 
 
学校事務・施設管理の効率化 
・各校事務職員が原則１校１
人の配置であり、処理内容の統
一性、ノウハウ蓄積、効率性等
の問題が存在し、解決する必
要がある。 
 
教員の資質能力の向上 
・増加する新たな教育課題への
対応が求められる中、更なる教
員の資質能力の向上が求めら
れる。 

＜都教育委員会事務局（本庁）＞ 
○モデル校等の事業で予算的支援を行っている。 
△区市町村により取組みに温度差が存在するが、設置者が異な
るため区市町村立学校へのきめ細かな支援は限定的、間接的で
ある。 
○人材バンクにより外部人材の紹介を実施している。 
△ボランティアの紹介に留まるため、学校が求める専門人材の 
 確保が十分ではない。 
 
 
＜学校経営支援センター＞ 
×対象は都立学校のみである。 
 
 
＜区市町村教育委員会＞ 
○事務共同実施など、区市町村ごとに業務効率化の取組みを
行っている。 
△区市町村により取組みはそれぞれの方針・計画に基づき運営 
されているが、課題は多種多様であり、執行体制が十分でないとこ
ろも見られる。 
 
 
＜教職員研修センター＞ 
○研修実施による、教職員としての基本的な資質・能力の向上が
実現できている。 
○既存の教育課題に対応した研修が充実している。 
△新たな課題等に対応する研修開発を行える体制的余裕が十
分ではないことから、ノウハウが蓄積されにくい面もある。 
 

人材バンク機能の充実・強化 
・各学校が外部人材を効果的に活用す
ることにより教育の質の向上に繋げるた
め、質・量の確保に向けた支援が求めら
れる。 
 
 
教職員研修等の企画機能の充実・強
化 
・効果的な研修開発等教員の対応力
向上に向けた支援が求められる。 
・専門性の蓄積等教育の質の向上に向
けた体制構築が求められる。 
 
 
学校教育支援業務の充実・強化 
・各学校の相談に応じて新たな教育課
題等に対するきめ細かな支援を行うこと
が求められる。 
 
教育委員会支援業務の充実・強化 
・各地区ごとの課題の分析、分析に基づ
くきめ細かな支援が求められる。 
 
学校事務・施設管理業務のセンター化 
・地域差がある取組状況に対して、設置
者が異なる状況を踏まえてノウハウ等の
提供や効率化の支援を行える体制構
築が求められる。 



都立学校 

支援体制の課題 

教育内容 

求
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 教員 

①知・徳・体の 
 育成支援 

②グローバル人材 
 の育成支援 

③特別支援教育 
 の推進・充実 

④課題を抱える 
 子供の自立支 
 援 

⑤地域社会との 
 連携 

⑥保護者等都民 
 の声対応 

⑦教員研修の 
 充実と強化 

⑧組織的な学校 
 経営の強化 

⑨教員の働き方 
 改革 

⑩教員人事・給 
 与制度 

前述チャートのメッセージ、評価のま
とめを赤字部分に記載 
課題は３章に出てくる５つに分類 
出来れば、 
学校の現場の課題を４つに分類 

支援体制の課題は２つに分類する
と分かり易い 

そうすると、１・２章のまとめ、３章の
仮説の検証につながる。 

文言を整理して次ページと統合 
 

現状を成果も含めて出し、それでも残る
課題を右端で抽出する 

カリキュラム（新たな教育課題等）支
援の充実 
・外部人材活用、関係機関との連携し
た教育内容開発、効果的な研修開
発、専門性の蓄積等教育の質向上に
向けた支援が求められる。 
・個々の学校の課題に対するきめ細か
な支援が求められる。 
区市町村教育委員会への支援 
・地域差がある取組状況に対して、設
置者の違いを超えてノウハウ等の支援を
行える体制構築が求められる。 

１０ 

２ 教職員研修等の企画機能の充実・強化 
 ・効果的な研修開発等教員の対応力向上に向けた支援が求められる。 
 ・専門性の蓄積のための体制構築が求められる。 

５ 学校事務・施設管理業務のセンター化 
 ・地域差がある取組状況に対して、設置者が異なる状況を踏まえてノウハウ 
 等の提供や効率化の支援を行える体制構築が求められる。 
 ・より効率的な業務システム等の構築が求められる。 

３ 学校教育支援業務の充実・強化 
 ・各学校の相談に応じて新たな教育課題等に対するきめ細かな支援を行う 
 ことが求められる。 

１ 人材バンク機能の充実・強化 
 ・各学校が外部人材を効果的に活用することにより教育の質を向上させる 
 ため、質・量確保に向けた支援が求められる。 

４ 教育委員会支援業務の充実・強化 
 各地区ごとの課題の分析に基づくきめ 
 細かな支援が求められる。 

区市町村立学校 

 ３ 都立学校及び区市町村立学校支援体制の課題のまとめ 

1  

教
育
の
質
の
向
上
に
向
け
た
効
果
的
な
支
援 

２ 

学
校
の
働
き
方
改
革
の
推
進 

好循環の発生へ 

第１章・第２章 都立学校・区市町村立学校 概要 



現在の実施体制を点検・評

価 

第３章  今後の支援体制のあり方 １ 今後の学校支援に必要な視点    

要ブラッシュアップ 

前ページまでの課題から、
次の５つの対応策につな

がるように整理 

１１ 

 (1) 専門、高度化した組織による教育課題への効果的な支援 【高度化】 

 (2) スケールメリット等を発揮した業務の効率的執行 【効率化】 

 (3) 地域の実情等に応じた教育課題への機動的な支援 【地域拠点化】 

 (4) (1)～(3)の区市町村等への支援拡大 【区市町村等への拡大】 

 

 

 

 

 

 〇５つの支援にあたっては、以下の４つの視点により内容の充実を図る必要がある。 

 〇効果的な執行体制について、①「都教育委員会における直接実施」  ②「民間委託の推進」 

  ③「監理団体の活用」 の３つの手法を比較・検証していく。 



人材バンク機能の充
実・強化 

学校教育支援業務
の充実・強化 

教育委員会支援業
務の充実・強化 

学校事務・施設管
理業務のセンター化 

教職員研修等の企
画機能の充実・強
化 

求められる支援内容 都教育委員会における直接実施 

・法令上､無償の人材紹介に留ま
り、多様な人材確保が困難 

・設置者の異なる区市町村立 学校
への直接の支援は困難 

・区市町村への指導・助言は限定的
であり、補助制度にも限界がある 

・小中学校事務の共同実施は 区市
町村により温度差があり導入は限定
的 

・定着・改善が進む研修がある一
方､〇〇教育等新たな課題への対
応に課題 

・英語教育等一部では可能 
・一方で、年々増加する〇〇
教育等多種多様であり、対応
が困難 

民間委託の推進 

・単発の講演会等は可能であ
るが、学校の実情を踏まえた専
門人材の提供を継続的に行う
には課題有 

・ＩＣＴ機器に対応したコンテ
ンツ作成等は可能 
・事業者変更により教育内容
の継続性に課題有 

・設置者単位の受託ではスケー
ルメリット等を出すことが困難 

・共通システムの構築等は可能
であるが、設置者単位の受託
では スケールメリットを出すこと
が困難 

民
間
委
託
の
活
用
は
特
定
の
対
応
策
に
効
果
的
に
活
用 

監理団体の活用 

・部活動外部指導員や看護師、特定の経験・
スキルを持つ高齢者等学校が求める有償の専
門人材を幅広く発掘・確保することが可能 

・国際交流教育における大使館等と連携した事
業や学力、体力等の継続的な分析・研究等に
より､専門性･ノウハウの蓄積・提供が可能 
・学校の個別ニーズにも対応可能 

・広域的な支援や各地区の課題に応じた支援
が可能 
・ただし、活用は設置者の判断による。 

・更に広域的に事務を受託し、総務事務や小口
施設修繕を効率的に実施可能 
・ただし、活用は設置者の判断による。 

・プログラミング教育研修等への企業OBの活用

や関係機関との連携を柔軟に行い、指導ノウハ

ウを開発・蓄積・共有可能 

第３章  今後の支援体制のあり方 ２ 実施体制の検証（３つの手法の評価）      

４つの視点で評価 

●５つの支援内容は相互に関連しているため、一つの組織で一体的・継続的に行われることが効果的 
⇒監理団体は有効な手法と考えられるが、引き続き他の選択肢を含め検討していく。 

●区市町村への支援が限定的、
間接的である。 

●継続性に課題があるととも
に、区市町村への支援が困
難である。 

●教育課題への支援に資する 
●他の２つの手法よりも区市町村への支援
が行いやすく、スケールメリットを生みやすい。 

【評価】 

１２ 


